
 

 

         

 

野焼きは法律で禁止されています。（火災に注意！） 

 

野外焼却は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条の 2)で禁止されています 

違反した場合、5 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金に処せられます。 

(懲役と罰金が併科されることもあります) 

野外焼却は火災の原因にもなり非常に危険です。庄原市内においても、ごみの焼却が原因で火災に 
なる事例が毎年、多く発生しています。ごみの野外焼却は絶対に行わないでください。※ドラム缶や 
基準を満たしていない焼却炉での焼却も違法です。 
なお、農作業などで出た草や、とんど等の地域行事で焼却することは禁止の例外とされていますが、 
むやみに燃やしてよいということではありません。 
 

禁止の例外の野外焼却を行う場合には、火災に十分注意し近隣の方の迷惑に 

ならないように、風向きや時間帯、焼却量を考慮して行ってください。 
 
 

ゴールデンウイークのごみ処理について 

 
■施設の開放日（●）  ※収集はごみカレンダー通りです。 

４/30日 5/1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 

（日） （月） （火） （水） (木) （金） （土） （日） 

休 ● ● 休 休 休 休 休 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名等 
持ち込み 

可能なごみ 
受付時間 

備北クリーンセンター 

〒727-0016 庄原市一木町 5263-5 

TEL（0824）72-2044 

燃えるごみ 
9：00～16：00 

※12：00～13：00の持ち込みはできません 

リサイクルプラザ 

〒727-0003 庄原市是松町 20-25 

TEL（0824）72-1398 

燃えるごみ以外 
9：00～15：00 

※12：00～13：00の持ち込みはできません 

東城クリーンセンター 

〒729-512 庄原市東城町久代 6671-2 

TEL（08477）2-0214 

燃えるごみ 
燃えるごみ以外 

9：00～16：00 

※12：00～13：00の持ち込みはできません 
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ステンドグラス講座のご案内 

庄原市リサイクルプラザでは、ごみとして出されたガラスを使ってステンドグラ
スを製作する講座を開催しています。 
ステンドグラスの製作を通し、ごみの減量化と資源の有効利用について一緒に楽

しく学びませんか。 
皆さんのご参加をお待ちしています。 

 お申込みは、庄原市環境建設部環境政策課（庄原市リサイクルプラザ内） 
       連絡先：0824-72-1398  までお願いします。 
 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●日 程：下記「令和 5年度 年間スケジュール」のとおり 

●時 間：10：00～15：00頃 

●場 所：庄原市リサイクルプラザ（庄原市是松町 20-25） 

●持参物：エプロン・軍手・昼食 

●会 費：2,000円前後／回 

●定 員：10名／回 ※定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。 

●その他：感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。 

 

令和５年度 年間スケジュール 

4 月 9日（日） 20日（木） 25日（火）  

5 月 14日（日） 18日（木） 23日（火）  

6 月 11日（日） 15日（木） 27日（火）  

7 月 9日（日） 20日（木） 23日（日） 25日（火） 

8 月 8日（火） 17日（木） 22日（火） 27日（日） 

9 月 10日（日） 21日（木） 26日（火）  

10 月 8日（日） 19日（木） 24日（火）  

11 月 12日（日） 16日（木） 28日（火）  

12 月 7日（木） 10日（日） 19日（火）  

1 月 14日（日） 18日（木） 23日（火）  

2 月 11日（日） 15日（木） 27日（火）  

3 月 10日（日） 21日（木） 26日（火）  

 

 

 

 

 

 

 

 

環境標語（令和 4 年度環境と健康のポスター・標語コンクール ） 

くりかえし たいせつにする リサイクル 
粟田小学校２年 若林 晴斗 


